
広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

令和８年２月２日 

広島県水道広域連合企業団企業長 横 田 美 香 

広島県水道広域連合企業団条例第１号 

広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例の一部を 

改正する条例 

広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例（令和５年広島県水道広

域連合企業団条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表第１（第４条関係） 

事業の名称 給水区域 （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

庄原市水道

事業 

（略） 

高野町新市の一

部、中門田の全

部、下門田の一

部、南の一部 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表第４（第５条関係） 

⑴ （略） 

 ⑵ 地方機関 

名称 所在地 （略） 

（略） （略） （略） 

東広島事務所 東広島市西条上市

町７番42号 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

 

別表第１（第４条関係） 

事業の名称 給水区域 （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

庄原市水道

事業 

（略） 

高野町新市の一

部、中門田の一

部、下門田の一 

部 

（略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

 

別表第４（第５条関係） 

⑴ （略） 

 ⑵ 地方機関 

名称 所在地 （略） 

（略） （略） （略） 

東広島事務所 東広島市西条中央

二丁目５番18号 

（略） 

（略） （略） （略） 
 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第４の改正規定は庁舎移転完了の日

から施行する。 

 


